
入札順 7／12 午後

： 無

： 無

： 無

その他
・大崎上島町財務規則、建設工事執行規則及び建設業法等関係法
令の定めるところによる。

入札場所 大崎上島町役場本庁入札室

履行期間（予定）
自　　契約締結の日の翌日
 至　　令和8年11月30日

特約事項

前金払

中間前金払

部分払

最低制限価格 有

契約保証金

免除。（ただし、本年度及びその前２年度の間に本業務と種類
を同じくし、かつ規模を同等以上とする契約を町又は国もしくは
他の地方公共団体と２回以上にわたって締結した実績がない
場合は、契約の保証金の納付を要する。）

入札（予定）年月日 令和8年4月14日（火)　13時30分

契 約 説 明 書

業務名 大串海水浴場海岸清掃業務

業務場所 豊田郡大崎上島町大串
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入  札  条  件 
 

１ 入札保証金 

大崎上島町財務規則第９８条第２項の規定により、免除する。 

 

２ 契約保証金 

  契約の保証は、免除とする。ただし、本年度及びその前２年度の間に本業務と種類を 

同じくし、かつ規模を同等以上とする契約を町又は国若しくは他の地方公共団体と２回 

以上にわたって締結した実績が無い場合は、契約の保証の納付を要する。 

 

３ 入札執行上の注意事項 

⑴ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを

禁止する。 

⑵ 入札執行中は、入札者の私語、放言等は禁止する。 

⑶ 入札室には入札に必要な者以外は入室してはならない。ただし、入札執行者が特に

必要と認めた場合は入室を許可することができる。 

⑷ 入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を

押さなければならない。 

⑸ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。 

 

４ 代理入札 

  入札者の代理人として入札しようとする者は、あらかじめ委任状を提出して代理人と 

して確認を受けなければならない。 

 

５ 落札者の決定 

⑴ 落札者は、町の予定価格以内で最低価格の入札をした者とする。ただし、最低制限

価格の設定のある場合は、予定価格以内であって最低制限価格以上の最低価格の入札

をした者とする。 

⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせて落札者を決定する。この場合くじ引きを拒否することはできない。 

 

６ 無効入札に関する事項 

次に該当する場合は、その入札を無効にする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

⑵ 業務名に誤りがある場合 

⑶ 記名押印のない入札 

⑷ 金額を訂正した入札 

⑸ 入札が取り消すことができる無能力者の意志表示であるとき。 

⑹ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

⑺ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

⑻ 他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をして入札をしたとき。 
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⑼ 入札者が連合（談合）して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があっ

たとき。 

⑽ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

⑾ 再度の入札をした場合において、その入札が（1）から（10）までのいずれかに該当

するとき。 

 

７ 再度入札 

再度入札の回数は、２回以内とする。ただし、最低制限価格の設定がある場合、最低

制限価格を下回る価格の入札をして失格した者は、再度入札に参加できない。 

 

８ 入札の辞退 

⑴ 指名を受けた者は入札時まで、いつでも入札を辞退することができる。 

⑵ 指名を受けた者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うもの

とする。 

（ア） 入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送する

ものとする。 

（イ） 入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。 

⑶ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け

るものではない。 

 

９ 入札の打ち切り 

指名競争入札を打ち切る場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。 

⑴ 入札前にあっては、指名を受けた者が１人を残し他の指名を受けた者が辞退した場合 

⑵ 入札中（再度入札を除く。）にあっては、入札参加者１人を残し他の参加者が辞退し 

又は無効となった場合 

 

10 業務委託料内訳書及び工程計画表並びに管理技術者、照査技術者の届出 

  業務委託料内訳書及び工程計画表並びに管理技術者、照査技術者の職歴を契約締結後 

１４日以内に届け出ること。 

 

11 その他の留意事項 

 ⑴ 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害 

する行為は行わないこと。 

⑵ 建設業法に違反する一括下請契約、いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態

により工事を実施する等契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。 

 ⑶ 入札に際し、不正な行為又は疑惑を招く行為は行わないこと 

 

12 質問書の提出 

入札に参加しようとする者は、入札閲覧仕様書（契約条項、仕様書、図面等をいう。）

に関して質問がある場合は、次により入札閲覧仕様書に関する質問書を提出することが

できる。 

⑴ 提出方法 

書面又は Faxにより大崎上島町総務課行政係に提出すること。 

 ⑵ 提出期限 

   原則、質問書は、入札日の前週金曜日（入札日が月曜日の場合又は月曜日が閉庁日

の場合は、前週木曜日）の午前中までに提出すること。 



特 記 仕 様 書 

 

１．業務期間 

  維持清掃３３日は、海開き期間中実施すること。 

  海岸開始清掃の１１日は、４月・５月・６月・７月・９月 

  １０月・１１月の各月１回実施し、体験型修学旅行前、海開き前に４日分

を実施すること。 

 

２. 業務内容 

  ゴミは下記のとおり分別する。 

  町の分別基準による → 仮設のゴミ置場に運搬 

              海藻は大崎島環境衛生社仮設置き場に運搬 

              ※海藻に付着した砂を落として運搬すること 

 

３. 禁止事項（再委託の禁止） 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令の規定により受注者は、

発注者から委託された廃棄物の収集・運搬業務を他に委託してはならない。 

  

 



工事場所

　　　　　工 事 名 大串海水浴場海岸清掃業務

　　　　　　　　　　　　　　　概　　　　　　要 　　　　　　　　　　　　　　　説　　　　　明

大串海水浴場の海岸清掃

仕様書

豊田郡大崎上島町大串

開始清掃１１日　　維持清掃３３日


















